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平成22年６月29日開催の当社定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの

であります。 

  

平成22年６月29日 

  

第１号議案  取締役12名選任の件 

取締役として、岩下 俊士、鵜澤 静、竹内 伸二、恩田 義人、五十部 雅昭、河田 正也、村上 雅洋、中野 

裕嗣、萩原 伸幸、秋山 智史、花輪 俊哉、加藤 紘二の各氏を選任する。 

  

第２号議案  補欠監査役１名選任の件 

補欠監査役として、飯島 悟氏を選任する。 

  

第３号議案  取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件 

  

第４号議案  ストックオプションとして新株予約権を発行する件 

  

 
(注) １  各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。 

①第１号議案及び第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 

②第３号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。 

③第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席

した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。 

  

１【提出理由】

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

(2) 決議事項の内容

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるた

めの要件並びに当該決議の結果

決議事項
賛成数 
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

賛成割合 
(％)

決議結果

第１号議案

  岩下  俊士 115,663 4,629 1 95.83 可決

  鵜澤   静 117,545 2,733 15 97.39 可決

 竹内  伸二 117,559 2,733 1 97.40 可決

 恩田  義人 117,542 2,736 15 97.39 可決

 五十部 雅昭 117,545 2,733 15 97.39 可決

 河田  正也 117,559 2,733 1 97.40 可決

 村上  雅洋 118,684 1,594 15 98.33 可決

 中野  裕嗣 118,687 1,591 15 98.34 可決

 萩原  伸幸 117,954 2,324 15 97.73 可決

 秋山  智史 98,968 21,323 1 82.00 可決

 花輪  俊哉 118,739 1,539 15 98.38 可決

 加藤  紘二 115,538 4,740 15 95.73 可決

第２号議案

 飯島   悟 120,205 105 1 99.59 可決

第３号議案 119,992 321 0 99.42 可決

第４号議案 119,047 1,255 0 98.63 可決
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２  賛成割合は、出席した株主の議決権の数（事前行使分（意思表示を無効としたものを含む）及び当日出席

分）に対するものです。 

  

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により

各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日に出席した株主の

議決権の数の一部を集計していません。 

  

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
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